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大阪府府民文化部男女参画・府民協働課長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

「障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン」について（通知） 

 

 

 標記について、別添のとおり厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。 

本通知の主旨、内容等にご留意の上、障害者の差別解消に向けた取組を積極的に進めていただ

きますようお願いいたします。 

 なお、厚生労働省からの通知及びガイドライン等の添付資料は、下記ホームページに掲載し

ています。 

 

 

記 

 

ホームページ：http://www.pref.osaka.jp/danjo/seikyou/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：大阪府府民文化部男女参画・府民協働課 

 府民協働グループ  馬本 

電 話：０６-６２１０-９２６７ 

ＦＡＸ：０６-６２１０-９３２２ 
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